
平成２８年度

12月補正予算の概要

（１２月８日提案）

八代市



(単位：千円)

補 正 前 の 額 補 正 額 計 前年同期比

70,035,200 60,600 70,095,800 17.5%

38,101,908 0 38,101,908 3.4%

8,074,280 0 8,074,280 10.4%

116,211,388 60,600 116,271,988 12.0%

平成28年度12月補正予算（１２月８日提案）

合           計

一 般 会 計 （ 第 ８ 号 ）

特 別 会 計

会 計 名

企 業 会 計

－ 1 －



一般会計事項別明細

【歳　入】 （単位:千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 市 税 14,376,933 14,376,933

2 地 方 譲 与 税 520,800 520,800

3 利 子 割 交 付 金 18,000 18,000

4 配 当 割 交 付 金 44,000 44,000

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 23,900 23,900

6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,776,000 2,776,000

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 5,700 5,700

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 65,000 65,000

9 地 方 特 例 交 付 金 46,500 46,500

10 地 方 交 付 税 18,291,757 18,291,757

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 23,000 23,000

12 分 担 金 及 び 負 担 金 878,317 878,317

13 使 用 料 及 び 手 数 料 791,699 791,699

14 国 庫 支 出 金 12,449,927 12,449,927

15 県 支 出 金 7,550,221 7,550,221

16 財 産 収 入 206,939 206,939

17 寄 附 金 236,980 40,600 277,580

18 繰 入 金 1,313,902 20,000 1,333,902

19 繰 越 金 1,178,474 1,178,474

20 諸 収 入 966,951 966,951

21 市 債 8,270,200 8,270,200

歳 入 合 計 70,035,200 60,600 70,095,800

【歳　出】 （単位:千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 議 会 費 405,306 405,306

2 総 務 費 5,766,047 5,766,047

3 民 生 費 23,455,949 60,600 23,516,549

4 衛 生 費 8,578,345 8,578,345

5 農 林 水 産 業 費 6,093,884 6,093,884

6 商 工 費 1,593,280 1,593,280

7 土 木 費 7,110,879 7,110,879

8 消 防 費 2,066,607 2,066,607

9 教 育 費 5,170,522 5,170,522

10 災 害 復 旧 費 3,214,533 3,214,533

11 公 債 費 6,354,860 6,354,860

12 諸 支 出 金 204,988 204,988

13 予 備 費 20,000 20,000

歳 出 合 計 70,035,200 60,600 70,095,800

款

款
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一般会計補正予算

款 補 正 額

【民生費】 60,600
災害見舞金等支給事業（一部損壊）（地震災害関連）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康福祉政策課）

60,600 寄附金
基金繰入金

40,600
20,000

熊本地震において住家が被害を受け、住家の修理費に30万円以上100
万円未満を要した一部損壊世帯に対して、見舞金3万円を支給するも
の。
なお、修理費100万円以上の場合は県の義援金から10万円が支給され
ることから、見舞金の支給対象となる住家の基準は、県の義援金支
給基準と同一とする。

　・災害見舞金：60,000千円（30千円×2,000件）
  ・事務費等　：　 600千円

また、申込期限を平成29年12月28日までとすることから、繰越明許
費を設定する。

合計 60,600

（単位：千円）

主 要 事 項 特 定 財 源

【繰越明許費】 単位：千円
限 度 額

60,600

事              項

災 害 見 舞 金 等 支 給 事 業 （ 一 部 損 壊 ）
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